
編 章 区分 改定項目 種別 改　定　要　旨
総則 第１章 独自基準 第１節　用語の定義

総則 　２－３　設計表示単位
　　（２）設計表示単位一覧 一部 ・語句の見直し

第２章 独自基準 第１節　積算基準
積算基準 　１－３旅費交通費 一部 ・語句の見直し

　　１－３－１　旅費交通費の率を用いた積算 一部 ・語句の見直し
　　　　　　　　（宿泊、滞在を伴わない業務の
場合）
　　１－３－２　旅費交通費の率を用いた積算 全部 ・新設
　　　　　　　　（宿泊、滞在を伴う業務の場合）
　　１－３－３　旅費交通費の率を用いない積 一部 ・見出し番号の改定、語句の見直し

第２編 第１章 適用基準 第１節 地質調査積算基準
地質調査業務  １－２ 地質調査業務費

  １－２－２ 地質調査業務費構成費目の内
   （１） 一般調査業務費
    ２） 一般管理費等
     （ロ） 付加利益 一部 文言修正 「内部保留金」→「内部留保金」

第２章 適用基準 第２節 機械ボーリング（土質ボーリング・岩盤
ボーリング）

地質調査  ２－２ サンプリング 一部 規格名称修正
標準歩掛等  固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサ

ンプリング）
 ロータリー式二重管サンプラー（デニウソンサンプリング）
 ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）

 ２－３ サウンディング及び原位置試験 一部 規格名称修正
 プレッシャーメータ試験（孔内水平載荷試験）
 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験

 ２－４ 現場内小運搬
  ２－４－３ 市場単価の設定
   ４．間接調査費の算出 一部 「※架設日数は、・・・考慮する。」を追加

 ２－６ その他間接調査費
  ２－６－１ 適用範囲
   １．市場単価が適用できる範囲 一部 「現場条件等により、・・・ボーリング汚水処理が必要な場

合は別途計上する。」を追加

 ２－７ 解析等調査業務
  ２－７－１ 単価の設定
   １．単価の構成と範囲
    １－４．総合解析とりまとめ
     （２） 試験種目数別の補正 一部 規格名称修正

 プレッシャーメータ試験（孔内水平載荷試験）
 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）貫入試験

第３節 弾性波探査業務
 ３－４ 解析等調査業務費及び直接調査費
  ３－４－２ 機械経費及び材料費 一部 表中のダイナマイト規格（「3号桐」を削除）

第５節　地すべり調査

独自基準 ５－３－５　水位計
（２）自記水位計観測
第２表　自記水位計観測 一部 令和２年３月３１日まで適用の歩掛りを削除

第３編 第２章 適用基準 第２節　道路設計標準歩掛
土木設計業務 ２－２　道路予備設計

２－２－４　道路予備修正設計（Ｂ）
（１）標準歩掛 一部 歩掛の改訂

２－３　道路詳細設計
２－３－１　道路詳細設計（Ａ）
（１）標準歩掛 一部 文言の見直し

第７節　一般構造物設計
７－２　擁壁・補強土
７－２－２　逆Ｔ式擁壁，重力式擁壁詳細設
（２）増減率 一部 文言の見直し

７－２－４　補強土詳細設計［テールアルメ，
多数アンカー式擁壁等
（２）増減率 一部 文言の見直し

第８節　橋梁設計

業務委託積算基準（令和2年10月1日）改定一覧

地質調査積算
基準

土木設計業務
等標準歩掛
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業務委託積算基準（令和2年10月1日）改定一覧

８－２　橋梁詳細設計
（１）座標計算 一部 歩掛の改訂

（３）動的照査 一部 歩掛の改訂
一部 文言の追加

（１）関係機関との協議資料作成 一部 歩掛の改訂

（２）現地踏査 一部 歩掛の改訂

第１４節　河川構造物設計
１４－１　樋門設計
１４－１－２　樋門予備設計
（２）標準歩掛 一部 文言の追加（新設）

１４－１－３　樋門詳細設計
（２）標準歩掛
１）柔構造形式 一部 文言の追加（新設）

２）剛支持直接基礎 一部 文言の追加（新設）

１４－３　護岸設計
１４－３－２　護岸詳細設計 一部 文言の見直し

１４－３－３　護岸詳細設計歩掛
（１）標準歩掛 一部 文言の追加（新設）

第４編 第１章　調査、計画標準歩掛適用基準 第４節　道路施設点検業務
調査、計画業 ４－２　橋梁定期点検業務等積算基準

４－２－３　業務委託料の積算 一部 文言の見直し

４－２－６　電子成果品作成費 全部 項目の追加（新設）

４－２－７　機械経費 一部 見出し番号の見直し（４－２－６新設に伴うもの）

第６編 第１章 適用基準 第６　建物等の調査
用地調査等 ４　建物の調査
業務 　（１）木造建物の調査及び算定 一部 注の追加、追加に伴う注番号の修正

　　　（２）木造特殊建物の調査及び算定 一部 注の追加、追加に伴う注番号の修正
　　　（３）非木造建物の調査及び算定 一部 注の追加、追加に伴う注番号の修正

　　６　工作物の調査
　　　（１）機械設備
　　　　　イ　機械設備の区分 一部 文言の削除

表６－１５の文言削除
　　　　　ロ　機械設備の調査及び算定 一部 表６－１６の文言削除

注の追加、追加に伴う注番号の修正
表６－１７の文言修正

　　　（２）生産設備
ロ　生産設備の調査及び算定 一部 表６－２０の歩掛の修正

注の追加、追加に伴う注番号の修正
　　　（３）附帯工作物（敷地内の立竹木を含
む。）の調査及び算定

一部 注の追加

　　　（４）立竹木の調査及び算定 一部 表６－２６の文言の修正

第９　移転工法案の検討
　　７　照応建物の詳細設計等
　　　（１）図面作成枚数 一部 文言の修正

８　機械設備設計
　　　（４）標準技術者員数 一部 表９－１３の文言削除

第１１　再算定業務
　　３　再算定業務（再調査不要） 一部 文言の削除

別表
設計数量表示単位一覧表 一部 文言の修正

第１０編 第1章 独自基準 第2節　積算基準
農業農村整備 総則 　第3項　旅費交通費 一部 国交省の改定内容を適用

旅費交通費の率を用いた積算（宿泊，滞在を伴う業務の
場合）

第４章 適用基準 土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）
設計 　Ⅲ　設計

　　　設計業務標準歩掛
　　　　２　頭首工 一部 別途計上項目の追記

用地調査等業
務
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業務委託積算基準（令和2年10月1日）改定一覧

・レベル２地震動による検討（巻上機室、管理室の設計を
除く）

　　　　３　ポンプ場 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討（建屋の設計を除く）

　　　　４　水路工 一部 別途計上項目の追記
・レベル１、２地震動による検討
適用留意事項の追記
・水路トンネル25m未満の場合は適用外
・サイホン10m未満の場合は適用外

　　　　７　農道 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討

　Ⅴ　積算参考歩掛
　　設計業務等の積算参考歩掛
　　　第２　設計業務積算参考歩掛
　　　　1　コンクリートダム 一部 別途計上項目の追記

・レベル２地震動による検討

　　　　２　フィルダム 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討

　　　　３　頭首工 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討（巻上機室、管理室の設計を
除く）

　　　　４　渓流取水工 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討

　　　　６　水路工 一部 別途計上項目の追記
・レベル１、２地震動による検討
適用留意事項の追記
・用水路50m未満、水路トンネル25m未満の場合は適用
外
・排水路50m未満の場合は適用外
・パイプライン50m未満の場合は適用外
・暗渠10m未満の場合は適用外
・サイホン10m未満の場合は適用外

　　　　９　営農飲雑用水施設 一部 基本設計の補正適用表について、「設計図作成」
「数量計算」の距離補正を一部対象外とする
実施設計の補正適用表について、「設計図作成」
「数量計算」の距離補正を一部対象外とする

　　　　１０　農道 一部 別途計上項目の追記
・レベル２地震動による検討
適用留意事項の追記
・道路延長50m未満の場合は適用外
・トンネル延長15m未満の場合は適用外

第１１編 第１章 独自基準 １－６　旅費交通費 一部 国交省の改定内容を適用

森林整備 総則
旅費交通費の率を用いた積算（宿泊、滞在を伴う業務の
場合）
※土木準拠に変わりないが、土木に改定があったため、
参考まに記載

第３章 適用基準 第４部　設計業務
設計業務 第３章　設計業務標準歩掛

第３　山腹工設計
３－３　山腹工設計歩掛
１　現地調査 一部 「全体計画資料等を与える場合」の明確化
２　基本事項の決定 一部 「全体計画資料等を与える場合」の明確化
３　設計計算
（１）　設計計画 一部 「全体計画資料等を与える場合」の明確化
６　設計説明書作成 一部 「全体計画資料等を与える場合」の明確化

第１２編 第２章 適用基準 第４節 情報通信システム設計
 ４－６ 自発光視線誘導設備設計
  ４－６－２ 自発光視線誘導設備詳細設計
誤
   ④ 自発光視線誘導設備設計歩掛 一部 直接人件費の補正に係る数値、計算式を修正

電気通信施設
設計業務

電気通信施設
設計業務積算
基準歩掛
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